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流通株式時価総額に係る監理銘柄（確認中）の指定に関するお知らせ 

 

当社株式は、流通株式時価総額基準に関し、平成 23 年３月１日から監理銘柄（確認中）に指定

されることが株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所という）より本日公表されましたの

で、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

平成 22 年６月 10 日付「「流通株式時価総額」に係る猶予期間入りに関するお知らせ」にて開

示いたしましたとおり、平成 22 年２月 28 日時点の当社株式の流通株式時価総額が有価証券上場

規程第 603 条第１項第２号ｂ（マザーズの上場廃止基準）に定める所要額（平成 23 年 12 月 31 日

までは 1.5 億円）未満となったことから、当社株式は流通株式時価総額に係る猶予期間入り（平

成 22 年３月１日から平成 23 年２月 28 日）銘柄となっております。 

 

平成 23 年１月５日時点の株主名簿を踏まえ、平成 23 年２月 18 日に当社第６回新株予約権が行

使されたこと、及び平成 23 年２月末日時点での当社株価（終値）が 8,420 円であったことを勘案

すると、平成 23 年２月末日時点での当社株式の流通株式時価総額は、東京証券取引所の定める所

要額である 1.5 億円以上となる見込みであります。しかしながら、平成 23 年２月末日時点の株主

名簿が確定した後に、東京証券取引所に対し「株券等の分布状況表」を提出し、それを元に流通株

式時価総額が確認されることから、東京証券取引所が平成 23 年２月末日時点の流通株式時価総額

を確認するまでの間、監理銘柄（確認中）に指定されることとなります。 

 

なお、当社株式の流通株式時価総額が、東京証券取引所の定める所要額を超えていることが確認

された場合は、監理銘柄（確認中）から解除されます。 

 

（注）流通株式時価総額は、流通株式数と事業年度の末日の株価（終値）を掛け合わせて計算され

ます。なお、流通株式数とは、上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式の

10％以上を所有する者が所有する株式数等を差し引いた株式数をいいます。 
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